
品川区立中学校および義務教育学校後期課程クラブ活動等における

大会参加に伴う経費支出要綱
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改正 平成12年６月９日       要綱第20号 

平成28年４月１日       要綱第57号 
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１．目的

この要綱は、品川区立中学校および義務教育学校後期課程クラブ員（以下、「生徒」

という。）が教育活動内における全国大会および関東大会（以下、「大会」という。）

に参加する際に要する経費を区が支出することについて、必要な事項を定めることによ

りクラブ活動の振興を図ることを目的とする。 

２．支出対象

大会に参加する生徒および引率教員とし、外部コーチ等は対象外とする。なお、出場

生徒人員については、大会要項に定める人数とする。 

３．経費の種類

⑴ 参加生徒分 

① 大会の開催地が東京でない場合 

交通費および宿泊を要する場合の宿泊料を支給する。ただし、主催団体等から参

加経費等の助成等がある場合は、当該経費相当は支給しないものとする。 

ア 交通費 

交通費は、最も経済的な通常の経路および方法により計算するものとし、特急

料金は100㎞以上のものに支給する。ただし、100㎞に満たない場合でも、学務課

長が必要と認める場合は支給する。 

イ 宿泊料 

宿泊料は、大会要項に定めのある場合はその額を宿泊料とし、定めのない場合

は、現地における宿泊施設および旅館等との契約金額（ただし10,900円を限度と

する）を宿泊料とする。 

② 大会の開催地が東京の場合 

交通費の実費を支給する。 

⑵ 引率教員分 

教育関係職員の旅費支給規程にもとづく金額を旅費として支給する。ただし、都か

ら旅費の支給がある場合は、当該相当分は支給しないものとする。 

４．宿泊数の限度

⑴ 原則として、試合日の前泊から競技等を終了するために必要な宿泊数とする。 

⑵ ⑴の規定にかかわらず学務課長が必要と認める場合は、その必要な宿泊数とする。 



５．大会参加経費の申請

⑴ 校長は、各大会へ参加が決定した場合は、大会要項の写しを添付のうえ、様式１を

もって申請する。 

⑵ 学務課長は申請を受けた後、支給人員、宿泊数を審査し結果を校長へ連絡する。 

⑶ 申請の決定を受けた際は、校長は申請した大会参加経費を学務課より受領し、様式

２を提出する。 

６．報告

大会終了後、校長は速やかに様式３および様式４をもって学務課長あて報告する。な

お、宿泊を伴っている場合は、様式５も併せて報告する。 

７．その他

この要綱の実施に関して必要な事項は、別途事務処理要領を定める。 

付 則

この要綱は、昭和56年９月１日から施行し、昭和56年７月１日から適用する。 

付 則

この要綱は、平成12年４月１日から適用する。 

付 則

この要綱は、平成28年４月１日から適用する。 

付 則

この要綱は、平成31年４月１日から適用する。 
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